
 会  議  の  公  開  に  つ  い  て 

 肝  付  町  今  後  の  学  校  の  在  り  ⽅  検  討  委  員  会 

    会  議  の  性  質  上、  公  開  す  る  こ  と  よ  り、  公  正  ⼜  は  円  滑  な  運  営 

 に  著  し  い  ⽀  障  が  ⽣  ず  る  と  認  め  ら  れ  る  こ  と  か  ら、  肝  付  町  今  後 

 の  学  校  の  在  り  ⽅  検  討  委  員  会  （以  下  「本  委  員  会」  と  い  う。）  の 

 会  議  は、  原  則  と  し  て  ⾮  公  開  と  す  る。 

    た  だ  し、  本  委  員  会  に  対  す  る  理  解  と  信  頼  を  確  保  し、  開  か  れ 

 た  会  議  の  運  営  を  推  進  す  る  観  点  か  ら、  原  則  と  し  て  会  議  の  開  催 

 後  １  週  間  以  内  に  イ  ン  ター  ネッ  ト  を  利  ⽤  し  て  町  の  ホー  ム  ペー 

 ジ  に  次  の  事  項  を  掲  載  す  る。 

 （１）  開  催  ⽇  時 

 （２）  場  所 

 （３）  出  席  委  員 

 （４）  議  題 

 （５）  会  議  等  の  概  要 

 （６）  問  い  合  わ  せ  先 

 （７）  そ  の  他  必  要  な  事  項 

    ま  た、  町  ⺠  並  び  に  マ  ス  コ  ミ  等  か  ら  の  問  い  合  わ  せ  に  つ  い  て 

 は、  事  務  局  が  対  応  す  る。 


